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　役所が野良ねこ対策をはじめるきっかけは、二
つの意見が対立する時です。�
�
●「ねこ迷惑」の声が高い。�
●「命あるねこをまもりたい」が、妨害される。�
�
　立場の違う苦情電話が役所に寄せられます。苦
情の原因は100あれば100通り、電話で解決がはか
れるほど、それぞれの内容が単純ではありません。�
　自由に動き回るねこのいる現場で解決にあたる
ことになり、その方法が「地域ねこ対策」といわ
れます。�
�
　この解決策に役所が取り組む際の考え方には、
二つの条件がいります。�
●ねこがテリトリーにする地域の環境保全対策�
●その地域の住民が主体となった対策�
�
　多くの役所には二つの条件を満たして対策を行
う技術もありませんし、専従の職員も未だいません。�
　飼いねこの飼い主責任への注意と違い、飼い主
のいないねこを保護管理する責任を持つ人のいな
いことがその理由です。�
　人と地域の環境との関係では、役所が環境保全
に努めなければいけませんが、飼い主のいないね
この駆除も保護も役所にはできません。�
�
　そのため多くの役所は、「餌を食べるねこが迷
惑の原因」と遠回しに考えてしまい、餌やりの行
為を対象にする対策を思い付きます。�
　一見して、片方の「ねこ迷惑」側の苦情にこた
えられたように見えますが、一方の「ねこをまも
りたい」側への対策とは背中合わせの道に進み、
事態は一層険悪になります。�
　近隣には、餌やりは「行政が禁止する悪い行い」
という意識が高まり、その行為への制裁が起こり、
対立がはじまって地域環境が悪化します。�
�
　役所では駆除も保護もできない、自由に動き回
る飼い主のいないねこが原因の環境保全は、地域
の住民が主体となったときに行える対策です。�
　限られた地域の中で、ねこ嫌いにもねこ好きに
も両方に納得のいく仕組みが必要です。�

　ねこがいることで起きてしまう二つの苦情に対
して、ねこの本能習性生理生態などに詳しく、な
おかつ中立の立場から、ねこ嫌いもねこ好きもお
互いに同じ町内で参加できる解決策が、役所以外
のところからその地域に投げかけられます。�
　地域に解決方法を投げかける、コーディネータ
ー的な役割を果たせる人々に注目する役所が多く
なってきました。�
�
　町会や管理組合の集会室などでも、ねこ迷惑苦
情対策の「地域ねこ」打ち合わせ会が行われます。�
　そのようなとき、町会長が相談した役所が「餌
やりの行為が迷惑の原因」と伝える時、この町会
では「野良ねこへの餌やり禁止」となってしまい、
「迷惑苦情側」と「まもりたい側」との近隣同士
の対立が今迄通り続くことになります。�
�
　厳密にいう「地域ねこ対策」ではないけれども、
野良ねこに繁殖制限手術が徹底して行われている
ところで、餌やりに対立する制裁に近い妨害が原
因のトラブルがありました。�
　駆け付けた数名の警官が「条例で餌やり禁止」
と言っておさめようとしました。都内23区内ですが、
この区にそのような条例はなく、区では「地域ね
こ対策」をサポートしています。�
　「餌やり禁止条例計画」がマスコミ報道される
たびに、一般人のみならず、思い違いする警察官
の指導方法が各地で話題になります。�

餌やり禁止条例を計画中の皆さまへ・・・�餌やり禁止条例を計画中の皆さまへ・・・�
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　役所からそのようにいわれる前に、迷惑状態をつ
くらないためにねこが増えない対策、糞尿対策など
を徹底する目的から「地域ねこ対策セミナー」を行
い、賛同をいただきました。※上の写真�
　にも関わらず、役所はタイトルのような考え方で、
条件付きながら罰則もある条例計画をすすめます。�
　役所のいいぶんは、「きちんとやっている組織な
どには活動支援も配慮する。」です。�
　1頁の通り、迷惑苦情のある地域の区民が基盤と
なって、ボランティア団体や役所のサポートを受け
ながら成り立つ「地域ねこ対策」です。�
　1頭のねこが怖い住民も近隣に暮らします。「餌
をやらないで、ここから追い払って。」とたった一
人に強く厳しく訴えられるとき、役所はこの条例で
「餌やり禁止」を執行するのでしょうか？または他
の方法をとれるのでしょうか？�
�
　アニマルウエルフェア連絡会のブログやホームペ
ージにはおおむね次のように掲載されています。　
　飼い主のいないねこを対象とする、動物愛護法(
略称)を要約すると「恣意的な餌やりがあるので、
その結果が好ましくならないように留意し、餌やり
などの動物愛護と、好ましくない結果に対する動物
管理の両立するガイドラインを作成すること」とな
っている。法律は餌やりのあることが前提だから、
餌やり禁止条例は法律の範囲を超えた、憲法第94条
『地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理
し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内
で条例を制定することができる。』に係る違憲立法。�
　所有者のいないねこに対する餌やり禁止罰則も法
律にないので、憲法第31条『何人も、法律の定める
手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪は
れ、又はその他の刑罰を科せられない。』に係り、
同じく違憲立法。�
　そして、多くの反論にも関わらず今年条例を施行
した東京荒川区が、餌やり禁止を執行できないのは、
万が一裁判になったときの「違憲立法」の争いを避
けているのではないのか？とも…。�

【ご注意】だからといって、無条件で餌やりの全部
を肯定できるものではありません。�
　餌やりがあたかも「悪い行いである」ような前提
の役所の考え方に異論反論です。�
　条例が裁判にかけられるなどはおぞましいですが、
この条例案にはそのほかにも多くの疑問があります。�
　餌がないと、役所のいう迷惑状態は果たして起こ
らないのでしょうか？�
　一般的なねこはカラスと違い、フードがあると鳴
かない習性です。餌ありと鳴き声の関係は×。�
　フードを食べたらウンチも出るので、餌ありと糞
の因果関係は○。尿まで加えると△。�
　恣意的な餌はなくても交尾の刺激で排卵するねこ
の妊娠率は100％です。餌ありと出産の関係は×。�
　餌があるからねこが集まるのか、ねこがいるから
餌が置かれるのかは、どっちもどっちで△。�
　ねこが嫌いや怖い人もいます。狭いテリトリーで
生きる本能習性生態を持つ野良ねこの好き嫌いと、
餌ありの関係も△。�
　餌をやっても、餌を食べたねこの所有権が自動的
に発生しないので、餌と飼い主責任の関係は判断基
準が別物×。�
�
　餌と迷惑の因果関係をつきつめると、食べたフー
ドと糞の量の対策でしょうか？トイレの工夫や糞掃
除などが考えられます。�
　そのほかの△と×は餌との因果関係が薄いので、
法令に組み込む餌やり禁止の条件に向きません。�
　飼い主のいる飼いねこから野良ねこを産ませない
対策や、捨てねこ犯罪対策と同時に、野良ねこへの
繁殖制限の対策が必要になります。�
�
　餌をきちんとやるやらないの議論からではなく、
なぜここにねこがいるのか？…を考えることから始
める「地域ねこ対策」を、どのようにして地域に根
付かせ、住民ぐるみの活動を継続して浸透させるか
が、役所の公平平等公正で基本的な考えです。�
　役所が餌やり禁止にこだわらずに、地域ぐるみの
対策を重点にすすめるとき、市民参加の環境保全活
動が進みますが、餌やり禁止は後ずさりです。�

東京・東中野2丁目地域ねこの会主催�
地域ねこセミナー�

h21.6月21日

飼い主のいないねこに餌をやると、�
餌を食べたねこが近隣の迷惑状態をつくるので、�
周辺環境を悪化させてはいけない。�…という役所に対して�

たかねこネット�
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同・品川区でも…　月々の地域猫会議の合間に、
新任の担当職員が企画した「地域で考えよう！飼い
主のいない猫との上手な付き合い方」セミナーが、
6月27日に開かれました。講師はすみだ地域ねこの
会ほか。�
　上の写真は講師講演が終わって、個別相談会に移
る前の歓談が盛り上がります。各地区のボランティ
アリーダーや町会幹事さんに混じって、著書元祖地
域猫の市職員氏や、ウェブで知られる地域猫の作り
方獣医さんなど、分野も多彩な皆さまとの触れ合い
巡り会いが進みました。�

世田谷区は…�
　飼い主のいない
猫対策セミナーが
10回を重ねました。�
　都内の区市町村
では、各自治体独
自の「地域ねこ対
策」も増えました

し、未だ試行錯誤中もあるようです。�
　平成13年に東京都が行って、現在も進化しながら
継続している「飼い主のいない猫との共生プログラ
ム」が、全国各市区町村の目指す「地域ねこ対策」
の原点といえます。7月11日のセミナーでは、チー
ムSLP、NPOねこだすけと、都の地区担当職員も普
及啓発の講師です。�

東京新宿区では…�

元祖・猫なんでも苦情相談会…�
　新宿区ではなるべく地域ねこ対策の候補
になりそうな地区や、トラブルの噂される
地区を拠点に苦情相談会を行います。�
　連絡協議会ののぼりもできました。（右
の写真）7月18日の相談会には、11名の同協
議会ボランティアなどと3名の職員が、8箇
所のテーブルで13件の相談にあたりました。
10件は地域ねこ対策の進め方や内容につい
てでした。�
　9月19日に、第5会連絡協議会幹事会が開かれ、
これからの苦情相談会やセミナー計画など、10件
を超える議題が協議されました。�
　�

人と人との関係づくり�

　地域ねこ対策を町会などで主体
となってすすめる区民の方々が、「人
と猫との調和のとれたまちづくり
連絡協議会」をつくっています。
上の写真は5月13日、新任保健所長の挨拶。�
　写真上の下は定例になった6月15日の会議。地域
組織が基盤となって行う地域ねこ対策が、町内に根
付いてしみ渡るように、意見や情報の交換と今後の
普及啓発計画などが決まります。�

愛知県大府市…　 8月30日おおぶ地域ねこセミ
ナーとパネル展開催。 講師はすみだ地域ねこの会
が担当。�
　9月27日に、大府市福祉健康フェアで地域ねこパ
ネルを展示。おおぶ地域ねこの会、愛称おぶねこの
主催です。おぶねこメンバーは都心のセミナーやパ
ネル展の視察に見えてます。�

東京立川市…　 市が「猫の飼育・管理に関する
ガイドライン」を作成したことをうけて「始めてみ
ませんか！地域猫の活動」セミナーを9月10日に、
地域のグループ「キャットニップ」が開催。協力／
立川市環境対策課、講師／NPOねこだすけ。下の写
真。�
　11月14日(土)には、立川市主催の地域猫活動セミ
ナーが開かれる予定です。�


